
平成２８年１０月１１日
所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策に関する検討会

内 容 時 期

・ 日司連から司法書士会へ「最終とりまとめ」「ガイドライン」の周知文書を発信 平成28年3月

・ 日司連から司法書士会へ「土地届けパンフレット」を送付 平成28年4月

・ 空き家・所有者不明土地問題等対策のためのブロック会別担当者会議の開催 全国８ブロック 平成28年10～12月

・ 司法書士会等の空き家・所有者不明土地問題等対策に関する研修会へ日司連から講師派遣 ２４会 平成28年６月～平成29年２月

・ 司法書士会による無料相談キャンペーン「相続登記はお済みですか月間」 ４６会 平成27年度内

・ 平成28年8月

内 容 司法書士会数

・ 家庭裁判所から不在者財産管理人･相続人財産管理人の候補者推薦依頼を受けている司法書士会 ３１会

・ 候補者推薦依頼に関して、管理人候補者名簿を会内に備えている司法書士会 ２３会

・ 候補者推薦依頼に関して、家庭裁判所へ管理人候補者名簿を提出している司法書士会 １３会

・ 今後、管理人候補者名簿提出の依頼があった場合に対応が可能な司法書士会 ２０会

○日司連・司法書士会の取組みについて
日本司法書士会連合会

１．周知、研修会について

２．財産管理人候補者の推薦について

日司連が運営するネット上のフォーラムに専用会議室を設置し、全国の司法書士会の空き家・
所有者不明土地問題等の担当者（１１１名）が登録し、リアルタイムで情報交換を行う。

資料９

terada-t2v5
四角形



平成２８年１０月１１日
所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策に関する検討会

○日司連・司法書士会の取組みについて

司法書士会数

・ 相続登記促進に関する相談会、説明会、シンポジウム等を開催した司法書士会 別添チラシ ３会

・ （所有者不明土地問題について）自治体に働きかけを行った司法書士会 ３会

時期 司法書士会名 市町村 部局

Ｈ28.8 佐賀県会 県内全市町
空き家担当/税務
担当

Ｈ28.6～7 大分県会 ８市
市長あるいは副
市長

Ｈ28.8～10 愛知県会 16市町村
首長の他、総務
担当、空き家担当

※平成２８年４月以降に実施した司法書士会

法務局次長とともに訪問。
相続登記の推進、空き家対策では司法書
士の活用をお願いした。

まちまちであった。これからの
事業と見受けられる。

自治体窓口への三者連名のポ
スターやリーフレットを設置する
ことや、戸籍届け出時に案内を
配布すること等の対応を検討し
てもらえている。

名古屋法務局、愛知県土地家屋調査士
会、愛知県司法書士会三者ＰＴを設置。
所有者不明土地問題については、空家対
策、相続登記促進と合わせて、説明や働き
かけを実施。

３．所有者不明土地・相続登記促進に関する自治体への働きかけ・
市民への広報等について

日本司法書士会連合会

司法書士会独自で相続登記推進のチラシ
５万枚を県内全市町に配布中。

働きかけの内容 市町村の反応

空き家問題に苦慮している自治
体のほとんどが、司法書士に期
待している。
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日本司法書士会連合会

（１）相続等に関する相談事業に司法書士を活用

【事業名】

【事業主体（委託者）】

【相談対応期間】 毎年度（４月１日から翌年３月３１日まで）

【相談者の特性】

【相談員の数（相談を受けた司法書士の数）】

本年度相談員数 ５名 （毎年度会員募集）

【相談件数】 現時点ではなし

公益財団法人足羽川水源地域対策基金

上記足羽川ダム建設事業に伴い移転する水没関係住民（移転者）

上記足羽川ダム建設事業に伴い移転する水没関係住民（移転者）を対象とした，不
動産の相続，売買等司法書士業務に関する相談を実施するため，同基金と「司法書
士相談業務委託単価契約書」を締結。平成２６年度から毎年度更新。

○ 司法書士の活用事例

足羽川ダム建設に伴う移転者を対象とした司法書士相談業務委託
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（２）所有者不明土地買収事業に司法書士を活用

【所有者把握が必要となった背景】 【本件対応の特色】

・ ・ 申立において、以下の点につき同時に上申する。

・
①

【所有者の所在の把握ができない土地の状況】
②

・ 複数の土地が登記記録上12名から25名の共有状態となっている。

・

・
③

【甲市の対応】
・ ・

・

≪本件手続の流れ≫
1 平成２７年１１月１０日、不在者財産管理人選任の申立。

2 平成２７年１１月２７日、司法書士Xを不在者財産管理人に選任する審判。

3 平成２８年１月７日、権限外行為許可審判の申立。（４２，９６９円で甲市に対してA持分を売却すること）。

4 平成２８年１月１５日、売却許可の審判。

5 平成２８年８月３日、４２，９６９円で甲市に対してA持分を売却したことの管理報告。同日報酬付与の申立

6 平成２８年８月５日、消費税込みで４２，９６９円の報酬を付与するとの審判。

7

8 平成２８年８月１８日、処分取り消しの審判。

買収予定地の他の共有者３名についても、上記と同様の対応を行った。

平成２８年８月１７日、４２，９６９円の報酬を受領した旨の最終報告書提出。同日、管理財産がなくなったことによる財産管理に関する処分の取り消しの申立。

そのうちの1筆について、地目山林、面積２，４７９㎡、２３名が共有状態で住所
及び氏名の記載がある。

共有者A（持分７５０分の２６）の所有権登記は明治２３年にされており、戸籍の
公用請求をしたが、戸籍及び除籍等が存在しなかった。

「財産管理人に就任した際は、管理人としての報酬につき、甲
市から受領した買収金額を超える部分については放棄する」こ
と。（司法書士Xの上申）

司法書士Xに対して不在者財産管理人選任の申立書作成と管理人就任を依頼。 上記上申の内容につき、家裁と打ち合わせのうえ、予納金なし
で申立てを行う。甲市長名で申立をする。

土地買収事業に伴う不動産鑑定士の鑑定評価に基づき、１
㎡５００円で買収する予定であること（登記記録上の面積及び
持分から、買収金額が４２，９６９円になる）。（甲市の上申）

日本司法書士会連合会

○ 司法書士の活用事例

甲市が新産業団地の用地としての土地買収事業を進める。

計画区域にある複数の土地で所有者の所在の把握ができない土地があること
が判明。

財産管理人として司法書士Xの選任を希望すること。（甲市の
上申）






